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【参考資料１】 福島市景観条例 

（１） 景観条例の特徴 

 

本市は、平成13年3月に景観条例を公布し、景観形成の取り組みを進めてきましたが、 

平成16年の景観法制定に伴い、平成23年に景観行政団体へ移行したことを受け、今後は、 

法に委任される事項と市独自の取り組みを一体化した条例の改正を行い、景観施策の推進 

を図っていきます。 

新たな景観条例は、次のような体系となります。 

 

① 市民・事業者・市の責務 

② 景観形成基本計画及び景観計画の策定 

③ 全市レベルの景観誘導 

④ 地区レベルの景観誘導 

⑤ 景観資源の保全と活用 

⑥ 市民・事業者による景観形成活動 

⑦ 景観審議会の開催 

 

（２） 景観条例の概要（施策の体系） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

景観形成基本計画及び景観計画の策定 

●届出制度による景観誘導 

●公表制度の導入 

地区レベルの 

景観誘導 

●景観重点地区の指定 

●景観地区、準景観地区制度の活用 

景観資源の 

保全と活用 

●景観重要建造物の指定 

●景観重要樹木の指定 

市民・事業者 

による 

景観形成活動 

●景観住民協定の締結 

●景観協定の締結 

市民・事業者・市の責務 

景観審議会の開催 

全市レベルの 

景観誘導 
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【参考資料２】 福島市まちづくり市民アンケート 

（１） 調査の概要 

調査対象地域 福島市全域 

調査対象者 15歳以上の市民 3,000人 

抽出方法 住民基本台帳から無作為抽出 

調査方法 郵送による配布・回収 

調査実施期間 平成 25年 2月 28日～3月 25日 

回収数（回収率） 1,368票（45.6％） 

（２） 調査結果（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

回答数 構成比
感じている 243 17.8%
少し感じている 355 26.0%
特に感じない 591 43.2%
わからない 148 10.8%
無回答 31 2.3%

1,368 100%

◆景観・街なみに愛着や誇りを感じている

　 方とそうでない方の割合はほぼ同じである。

◆愛着や誇りを感じる場所は、下記に示す

　 とおり、吾妻連峰・信夫山・花見山などの

　 山をはじめ自然に作られたものが大多数

　 である。

問１５）　福島市の景観・街なみに愛着や誇りを感じていますか。

項　目

計17.8%

26.0%
43.2%

10.8%

2.3%

感じている

少し感じている

特に感じない

わからない

無回答

107

88

87

56

49

46

44

32

29

27

26

20

18

18

16

10

6

5

5

4

4

4

3

2

0 20 40 60 80 100 120

吾妻連峰、雪うさぎ

信夫山

花見山

自然

河川(阿武隈川、松川)

山並み

温泉街

施設(あづま運動公園・四季の里・美術館・図書館等）

農村風景（田園・果物）

通り（パセオ・文化・西道路・駅前通り・祓川沿道等）

四季の景観

眺望

長年住んでいるから・ふるさとだから

花がきれい（桜・桃）

スカイライン

フルーツライン

街の雰囲気（落ち着いている・優しい）

桜づつみ公園

弁天山

水林自然林

全体（バランスが良い）

ゴチャゴチャしていない

市の取り組みが広がっている

お祭り・イベント

■愛着・誇りを感じる場所
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問１６）　福島市の景観・街なみで“魅力的である”“大切にしたい”と感じる景観を
　　　　　　お答えください。（2つ選択）

■その他の主な意見

　　・ＪＲＡ福島競馬場

　　・松川町めがね橋の風景

　　・あづま運動公園の周辺

　　・土合舘公園

◆山並み・眺望景観、

　 自然・農業景観と

　 いった意見が特に

　 多い。

296

627

669

79

417

101

13

21

308

58

147

0 100 200 300 400 500 600 700 800

河川景観

自然・農業景観

山並み・眺望景観

街路景観

温泉地景観

商業地域景観

工業地域景観

住宅地景観

信夫山周辺景観

その他

無回答

問１７）　福島市の景観・街なみで“好ましくない”“魅力が活かされていない”と感じる場所
　　　　　　をお答えください。（2つ選択）

■具体的な場所
① ② ③ ④ ⑤ ⑥

信夫山 駅前 温泉街の廃館 国道4号線 西道路の鉄塔 吾妻橋の彫刻 市内全般の山中・山林

西工業団地 中心街 空きビル・空家 国道13号線 信夫山の電波塔 吾妻陸橋

大森城山 パセオ通り 駅前 飲み屋街 競馬場の塀 ヌードの彫刻

市全体 パセオ通り さびた看板 吾妻山のTV反射板 落書き 川沿い、橋の下

飯坂町 市役所・県庁 八木田の電波塔 東西の道路 信夫山周辺

飯坂温泉 腰浜町の変電所 西町弧線橋 庭坂～高湯スカイランド

高層マンション 携帯無線基地局

西口～野田町 笹森山電波塔 スカイパークの道路

吉倉の電波塔 土湯

街路樹の雑草・落ち葉

115号沿廃棄物置場

信陵支所管内(大笹生)

⑩
空き地・家・店舗・旅館 飯坂町

⑧

放射線の影響を受けた場所

⑦

渡利支所管内

吉井田支所(方木田、115号線沿)

清水支所管内(南沢又、泉)

東部支所管内(岡部、岡島)

信夫支所管内(平石、下鳥渡、大森街道沿)

松川支所管内

西支所管内(荒井)

吾妻支所管内(庭坂)

道路の中央分離帯

ゴミ集積場所

東北自動車道の側面

120

190

108

113

37

86

387

275

623

86

88

0 100 200 300 400 500 600 700

①田園風景・自然景観の中における開発

②色・デザインに統一のない街なみ

③周囲に調和していない建築物・工作物等

④周囲に調和していない広告・看板等

⑤高さのある擁壁･電波塔等

⑥高架道路･橋梁･歩道橋・彫像等の公共施設

⑦耕作されず荒れ果てた田畑

⑧ごみ・産業廃棄物等の不法投棄箇所

⑨特にない

⑩その他

無回答

回答数 構成比
良くなった 67 4.9%
少し良くなった 382 27.9%
変わらない 433 31.7%
少し悪くなった 208 15.2%
悪くなった 131 9.6%
わからない 113 8.3%
無回答 34 2.5%

計 1,368 100%

◆以前と比べ良くなったと感じている方は

　 そうでないと感じている方より若干多い。

　

問１８）　福島市の景観・街なみは、以前と比べてどうなったと感じていますか。

項　目
4.9%

27.9%

31.7%

15.2%

9.6%

8.3%

2.5%

良くなった

少し良くなった

変わらない

少し悪くなった

悪くなった

わからない

無回答
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■その他の主な意見

　　・高層マンションの乱立

◆駅前、観光地などの

　 重点箇所の面的な景

　 観整備、また、にぎわ

　 いのある商店街の景観

　 整備が特に重要である

　 と思われている。

問１９）　今後の福島市の景観づくりに重要な施策は何だと思いますか。（2つ選択）

　　・道路拡幅（八島田街道)

305

75

652

512

98

261

199

238

66

37

84

36

89

0 100 200 300 400 500 600 700

景観づくりの目標・基本方針をつくる

建物のデザイン、広告物の色彩などを規制誘導する

まちの顔となる駅前、観光地など、重点箇所の面的な景観整備

にぎわいのある商店街の景観整備

魅力的な住宅地の環境保全・整備

農村景観、田園景観、里山の保全

森林などの良好な自然景観の保全

道路・公共施設等の公共事業において、率先して景観への配慮を

行う

市民による景観づくりへの支援を行う

シンポジウム、講演会などの開催

特に必要ない

その他

無回答

問２０）　美しい景観づくりの実現に向けルールをつくる場合、特にどの様なルールが
　　　　　　必要だと思いますか。（2つ選択）

■その他の主な意見

　　・ポイ捨て禁止

　　・電線地中化

　　・一般常識・マナー教育

　　・駐車場・駐輪場の増設

◆観光地など景観重点

　 箇所の面的な指定、

　 また、歴史的建造物

　 の保全のルールづく

　 りが特に求められて

　 いる。

447

321

368

524

593

159

38

127

0 200 400 600 800

広告・看板等の大きさ、デザイン、色彩、設置場所などのルール

建築物・工作物等の大きさ、高さ、色彩などのルール

開発行為の規模などのルール

歴史的な建造物の保全のルール

観光地など景観重点箇所の面的な指定

特に必要ない

その他

無回答
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■その他の主な意見

　　・一部の意見に片寄らない事

　　・意見を述べても反映されない

　　・第三者と地域住民が主体と

　　　なった行政支援

◆地域住民と行政がお

　 互いに話し合いなが

　 ら協働により進める

　 ことが特に望ましい

　 と思われている。

問２１）　今後のまちづくり、景観づくりは、どのように進めていくことが望ましいと思いますか。

41

223

826

211

48

14

5

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900

地域住民が中心となって、行政に頼らず住民主体で進める

地域住民が主体となって進め、行政はその活動を支援する

地域住民と行政がお互いに話し合いながら協働により進め

る

行政が主導で進め、その都度地域住民に意見を聞く

行政が主体となって進める(結果を地域住民に知らせる)

その他

無回答

問２２）　地域が、まちづくり、景観づくりに取り組むために必要な行政の支援は何だと
　　　　　　思いますか。（2つ選択）

■その他の主な意見

　　・インターネットの活用

　　・行政の実行力の高揚

　　・住民からのまちづくりの提案

◆まちづくり活動への

　 財政的支援が特に

　 必要であると思われ

　 ている。

320

186

623

155

224

188

103

294

411

40

192

0 100 200 300 400 500 600 700

地域の情報発信

講演会・勉強会等、まちづくりについての学習の場を設け

る

まちづくり活動への財政的支援

まちづくりのアドバイスを行う窓口の設置

まちづくりの専門家の派遣

地域のリーダーを養成する仕組みづくり

まちづくりに有効な方策などの解説書の配布

各地域で行われているまちづくりの情報提供

市民・事業者・行政がともにまちづくりについて考える協

議会をつくる

その他

無回答



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 福島市景観形成基本計画 

平成３０年４月 

 

福島市都市政策部都市計画課 

〒960-8601 福島県福島市五老内町3-1 
TEL(024)535-1111（代表）                 


